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○議 事 日 程 

  開会日時 平成 25 年 2 月 9 日 

  開催場所  関西広域連合本部事務局 11 階 大会議室 

  開会時間 午後 1 時 30 分開会 

  閉会時間 午後 3 時 09 分閉会 

  議  第 

   １ 報告事項 

    第１ 地方分権改革推進に向けた今後の取組方針について 

    第２ 関西広域連合委員会等について 

２ 調査事件 

第１ 平成 25 年度当初予算原案等（条例一部改正等）について 

   ３ その他 

          ─────────────────────────  

○出 席 議 員   (24 名) 

 1 番 谷    康 彦        14 番 日 村  豊 彦 

 2 番 家 森  茂 樹        15 番 山 口  信 行 

 3 番 吉 田  清 一        16 番 中    拓 哉 

4 番 田 中  英 夫        17 番 中 村  裕 一 

 5 番  山 口     勝        18 番 尾 崎  要 二 

 7 番 上 島  一 彦        19 番 福 間  裕 隆 

 8 番 杉 本    武        23 番 北 島  勝 也 

 9 番 冨 田  健 治        24 番 竹 内  資 浩 

 10 番 横 倉  廉 幸               25 番 井 上  与一郎 

11 番 吉 田  利 孝        26 番 木 下    誠 

 12 番 岸 口    実               28 番 西 村  昭 三 

13 番 大 野  ゆきお        29 番 前 島  浩 一 

          ─────────────────────────  

○欠 席 議 員   (5 名) 

  6 番 中小路  健 吾       22 番 重 清  佳 之 

 20 番 藤 井  省 三       27 番 小 玉  隆 子 

21 番 山 口    享                

─────────────────────────  

○事務局出席職員職氏名 

    議会事務局長    角    善 啓 

───────────────────────── 

○説明のため出席した者の職氏名 

 広域連合長                       井 戸  敏 三 
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 本部事務局長                      中 塚  則 男 

本部事務局次長                     桑 野  正 孝 

本部事務局次長（調整担当）               村 上  元 伸 

本部事務局総務課長                   田 中  基 康 

本部事務局企画課長                   亀 澤  博 文 

本部事務局計画課長                   立 石  和 史 

本部事務局国出先機関担当課長              中 谷  文 彦 

本部事務局参事（連携担当）               森    健 夫 

 本部事務局課長（滋賀県担当）              冨 永  重 紀 

 本部事務局課長（京都府担当）              中 島  貴 史 

 本部事務局課長（大阪府担当）              松 本  正 光 

本部事務局課長（兵庫県担当）              橋 本  正 人 

本部事務局課長（和歌山県担当）             田 嶋  久 嗣 

本部事務局課長（徳島県担当）              折 野  好 信 

本部事務局課長（京都市担当）              阿 部  吉 宏 

本部事務局課長（大阪市担当）              間 嶋    淳 

本部事務局課長（堺市担当）               垂 井    究 

本部事務局課長（神戸市担当）              大 石    隆 

広域防災局広域企画課長                 石 田  勝 則 

広域観光・文化振興局観光課長              田 中  照 彦 

広域観光・文化振興局文化課長              雨 宮    章 

広域産業振興局産業振興企画課長             小 野  英 利 

広域産業振興局新商品調達認定制度課長          棗    一 彦 

広域産業振興局ものづくり支援課長            讃 岐  富 男 

広域産業振興局合同プロモーション課長          永 井  隆 裕 

広域産業振興局農林水産部農政課長            大 江  吉 人 

広域医療局医療政策課長                 木 下  慎 次 

広域環境保全局環境政策課長               中 鹿    哲 

広域環境保全局自然環境保全課長             水 田  有夏志 

広域職員研修局研修課長                 和 歌  哲 也 

関西イノベーション国際戦略総合特区推進室参事      吹 井  雅 宣 

           ───────────────────────── 

       午後１時30分開会 

○委員長（日村豊彦）  これより関西広域連合議会総務常任委員会を開催いたします。 

 本日の理事者側の出席者については、お手元に名簿を配付しておりますので、ご覧おき

願います。 

 報告事項についてであります。調査事件に先立ち、地方分権改革推進に向けた今後の取

り組み方針につきまして、まず井戸広域連合長から報告をいただき、その後、意見交換を

行います。 
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 それでは、地方分権改革推進に向けた今後の取り組み方針につきまして、広域連合長か

ら説明をお願い申し上げます。 

 井戸広域連合長。 

○広域連合長（井戸敏三）  お手元に資料１として、関西広域連合におきます地方分権

改革推進に向けた今後の取り組み方針というペーパーをお配りしていると思います。これ

をもとにご説明をさせていただきたいと思います。 

 関西広域連合は、お手元の①にも書いておりますように、地方みずからが分権改革の突

破口を開く行動を主体的に展開をするということで、関西全体の広域防災など広域行政を

担います責任主体を確立するとともに、地方分権を推進するという見地から、国の出先機

関の事務・権限の受け皿となり得る、そして、国と地方との二重行政を解消することを目

指した関西の府県・政令市が主体的に設立したものでございます。 

 言うまでもございませんが、府県の併存を前提とした広域連合でございます。設置根拠

も地方自治法の連合の規定に基づくものでございまして、道州とは異なる組織体であるこ

とは言うまでもありません。広域連合がそのまま道州に転化しない、このことは、関西広

域連合設立に際しましての前提となっておりますし、法制度上もそうだということを前提

としてまいりました。 

 今後の道州制を含めた将来の関西における広域行政システムのあり方につきましては、

広域連合の活動実績を積み重ねていく中で、関西みずからが評価して広域連合のあり方に

ついて決めていこうということでスタートを切らせていただいたものだと承知しておりま

す。 

 これまで関西広域連合といたしましては、府県を超える広域事務、広域防災ですとか、

広域産業ですとか、広域医療ですとか、広域環境ですとか、広域事務につきまして広域計

画を策定し、これに基づく活動展開を行ってまいりました。 

 国の出先機関の移管の問題につきましては、九州知事会等とも連携をしながら、四国や

中国知事会におきましても、受け入れる方向で検討が進んできていたものでございます。

そして、単に事務を分割して受けるのではなくて、事務、そして人、財源の丸ごと移管を

求めてまいりました。そして、当時の片山総務大臣の指導もありまして、出先機関全体を

一気に移管するのではなくて、段階的に移管を進めたらどうかということで、九州知事会

とも相談をいたしまして、第一段階として、経済産業局、地方整備局、地方環境事務所を

対象として議論を詰めてきたものでございます。 

 この結果、関連法案の閣議決定に至りました。しかしながら、さきの衆議院議員総選挙

におけます公約におきまして、特に自民党の公約でございますが、これまで前政権が進め

てきた国出先機関のというよりも、民主党が進める国の出先機関の移管については反対と

いう立場で選挙を戦われました。私も、当時の選挙前の政調会長、今の経済再生担当の大

臣であられます甘利政調会長にお会いをして、これは山田知事会長とも一緒にお邪魔して、

撤回を申し出たんでありますが、民主党の進めるやり方については反対なんだと。しかし、

自民党自身は、道州制の導入という方向のもとに進んでいるということもあって、国の出

先機関そのものの移管に反対するものではないということをおっしゃっておられたところ

でございます。そのような意味で、ここにも道州制の検討を進めることとしていると書か

せていただきました。しかしながら、今までの政府とのやりとりには反対ということを言
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われてしまっているものでありますので、私どもとしては、少し戦略を組みかえざるを得

ないという立場に置かれております。 

 また、道州制につきましては、安倍総理自身も道州制の導入を早期に行うための基本法

の提出を検討しているんだということを国会でも言明されておられます。そのような意味

で、国の出先機関の今後の進め方と道州制に対する対応という２点が現在課題となってい

るということではないかと、このように考えております。 

 特に、道州制につきましては、自民党、公明党、そして日本維新の会が明確に、中身は

どうも余りよくわからないんでありますけれども、道州制導入自身は掲げられておられま

すので、衆議院におきまして400名近くの議員を擁する３政党が道州制の導入ということ

を言われておられます。そういたしますと、そのまま道州制の導入が決まってしまう、既

定事実になってしまうということも考えられますので、その点についてどのような基本姿

勢を持つべきなのか。 

 私自身は、前にも申し上げましたように、道州制の導入よりは、このような関西広域連

合をベースにした広域行政機関が主体的に活動を展開することによって、道州制がねらっ

ている国の出先機関の一元化ですとか、あるいは広域行政主体として主体的に行動すると

いうことは十分可能なのではないかと主張してきていたわけでありますけども、国の動き

がもしそうなっていくんだとすると、甘んじてそれを見過ごしていくだけではいかがだろ

うかという、非常に強い危機感を持っております。そのような意味で、関西広域連合とし

ては、中央集権体制と東京一極集中を打破し、地域の自己決定、自己責任を貫ける分権型

社会を実現したいという設立趣旨を踏まえまして、さきの連合委員会におきまして確認を

した事柄が次のような事柄でございます。 

 ２ページ目に移っていただきたいと存じます。 

 まず、地方分権の推進につきましては、政府における道州制の検討が進まない限り、地

方分権改革も進めないということにならないように、地方分権を政府に対して強く主張し

ていきたいと考えております。 

 もともと地方分権の流れは、平成６年の国会決議から始まっておりまして、そして、そ

れに基づいて地方分権推進法が制定されまして、この地方分権推進法で地方分権委員会が

できまして、その勧告に基づいて、国の機関委任事務が自治事務と法定受託事務と二つに

分けられまして、ほとんどが自治事務に整理されて、そのあと、さらに事務移譲等を中心

とする勧告に基づいて、順次、分権化の動きが進められてきたものでございます。いわば、

自民党・公明党政権のときから推進をされ、国会決議をスタートにして、全国会で全党を

挙げて推進しようとしてきた動きだったのではないかと考えております。 

 一番懸念しております一つが、道州制ということを旗印にされることによって、あとの

問題、つまり地方分権のいろんな課題、事務移譲ですとか、権限移譲ですとか、出先機関

の移管の問題ですとか、全てを先送りされてしまうということになることを懸念いたして

おります。そのような意味で、地方分権の推進で地方分権を政府に強く主張していくとい

うふうに書かせていただきました。②でありますように、国の事務・権限等につきまして、

地方にゆだねられるべきものについては積極的に移譲を求めていくなど、地方分権改革の

推進に積極的に取り組むと書かせていただいたゆえんでございます。 

 そして、出先機関でございますが、出先機関の課題につきましては、自民党が公約で、
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民主党が進める出先機関の移管について反対と書かれた理由がどうも定かではないのであ

りますが、そんたくしてみますと、第一段階というような特定の出先機関だけをねらい打

ちにしているようなやり方というのはいかがだろうかということも一つあったのかなと思

いますのと、もう一つは、市町村の理解が十分に進んでいないじゃないかと。市町村との

関係で、環境整備をもっときちっとした上で進めなきゃいけないのではないかという点も

背景にあるのかもしれない。それから、３番目としましては、広域連合は、いわば発足し

てまだようやく２年でございますので、広域連合自身に対する内容とか、それから運営の

実態だとかについての理解が十分進んでいるとは言えないと。こういうような状況がある

ので、そのような意見としてまとめられたのかとそんたくしているところでありますが、

これはどなたに聞いても余りはっきりしません。したがって、十分な根拠とか十分な議論

を経た上で公約化されたとは思えないのでありますが、しかし、現に公約として選挙も行

われてしまったということでございますので、その事情も踏まえながら対応せざるを得な

いということでございますので、地方分権改革の原点に立ち返り、広域連合設立のねらい

である国出先機関を初めとする国の事務・権限等の移譲を引き続き強く求めてまいります。 

 そして、政府・与党が主張する道州制においても、国出先機関の地方移管は当然に前提

とされるものでありますので、関西広域連合に先行的にモデルとして受け皿となるように

求めていくということも戦法としてあり得るのではないかと考えております。 

 なお、第１次安倍内閣のときに発足しておりました地方分権改革推進委員会でございま

すが、そこにおきまして、国の出先機関の地方移管について検討されておりまして、基本

的には、国の出先機関は地方に移管すべきだという方向でまとめられております。この流

れが、今回断ち切られることがないように運動を進めていく、また、国と協議を進めてい

く必要があると、このように考えているものでございます。 

 それから、道州制への対応でございますが、広域連合がそのまま道州に転化しないとい

うことは、先ほども説明したように、法制的にも、そして私たちの統一的な意思としても

前提になっているわけでありますが、一方で、政府・与党が道州制について検討を予定さ

れているわけでありますので、全国で唯一の府県を越える広域連合として地方分権を推進

する立場から、政府が検討を進める道州制が中央集権型の道州制、より中央集権を強化す

るような道州制にならないように、その課題や問題点を指摘していく必要があるのではな

いかと考えております。 

 そのために、広域行政システムに関する研究会を立ち上げまして検討を行い、その成果

を道州基本法で制定が予定されております国民会議などの検討機関にきちっと提言をし、

指摘をしていく必要がある。このような意味で、研究会を開催させていただければなと、

こう考えている次第でございます。 

 この有識者研究会でございますが、構成員を余り多くしないで、地方から見た道州制の

課題とか問題点というものを整理していこうとするものでございますので、少人数で専門

的な立場から、私どもも意見に参加しながら、主体的な検討を進めたいと考えております。 

 府県のあり方だけではなく、国、中央省庁や国会などの課題や地方を通じた我が国全体

の、統治機構全体のあり方として検討をしていく必要があります。しかも、統治機構全体

と言っておりますゆえんは、これは私の個人的な見解を付言させていただくようで恐縮で

ございますが、何となく府県はなくなるという前提になっているわけでありますけども、
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３層制にするのか、府県を残した４層制にするのかということも、一つ大きなポイントに

なり得るはずでございますし、それから、道州を入れたときに基礎的自治体であります市

町村をどうするのか、この議論も十分されてない状況です。あわせて、国会はどうなるの

か、中央省庁がどうなるのかということについても大きな議論は俎上に上がっているとは

言えません。そういうような意味で、少し統治機構全体として、日本の国のあり方全体と

しての検討をきちっとしておく必要があるのではないか、これが２番目、３番目に言って

いる問題意識でございます。 

 ４番目では、広域連合を活かした先行実施など、段階的な導入方法もあり得るのではな

いか、このようなことも提案していく必要があるのではないかと思っております。 

 今までの自民党の道州制の特別委員会などでの検討状況をお伺いしますと、入れるなら

一斉だという感じが非常に強く議論されてきたように思いますけれども、一斉でなくては

ならないということもない。そして、私ども、４で言っておりますように、出先機関の先

行的なモデルになり得る可能性というのを捨てることはないのではないかということをあ

わせて強く主張してまいりたいと考えているものでございます。 

 そのような意味で、研究会を始めさせていただきますが、これは何も私が主義を変えま

して、180度反対の道州制導入の立場になったということではございませんで、広域連合

として対抗するためには、理論武装しておく必要がある。そのための研究会をきちっと持

ちたいという意味でございますので、その点につきましてご理解をいただけましたら、幸

いでございます。 

 以上、これからの関西広域連合としての地方分権改革に向けました取り組み方針をご説

明させていただきました。どうぞ議会としてご理解の上で、ぜひスクラムを組ませていた

だけましたら幸いでございます。 

 私からは以上でございます。 

○委員長（日村豊彦）  では、意見交換に入りたいと思います。 上島委員。 

○上島一彦委員  まず、この議会の中で、全体会の中で、以前にも申し上げたことがあ

るんですが、広域連合委員会のほうで、自民党の政権公約に対して、国の出先機関の移管、

特定広域連合の移管については反対ということについて撤回を求めると。それを委員会で

やられた。それを議会としても決議を出すべきだということで、そのときはまだ、このマ

ニフェストの内容が議会の中で伝わってなかったので、今日改めてお聞きしたいことがあ

りますが、一つは、まさにこれから道州制基本法ができる。国民会議に提言するために、

有識者研究会を立ち上げると。これが三、四名のメンバーということなんですが、どうい

った方が、この三、四名に当たられるかという点が１点と。もう一度、自民党の政権公約

を確認しておきたいんですが、まず、道州制の推進については、道州制はまさに国のあり

方を根底から見直し、統治機構を根本から改める改革である。二重、三重行政の解消によ

り無駄をなくし、真の行政改革を進めると。一方で、道州制基本法を早期に制定し、その

後５年以内に道州制の導入を目指すとなっているんですね。きっちりと道州制の推進につ

いては明言をしておって、問題となるのが、国土強靱化のところで、民主党が進める国の

出先機関の特定広域連合への移管には反対し、地方出先機関の広域災害対応力の一層の強

化を図るとともに、国と地方のあり方と道州制の議論を整理します。ここで道州制のとこ

ろに見出しをつくって、道州制というのは、現行の都道府県制度を廃止するというふうに
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明確に書いているのが自民党の政権公約なんです。 

 ですから、今、連合長がおっしゃったように、あくまでもこれは民主党がつくっている、

民主党が進めた移管に反対しているのであって、安倍内閣の第１次安倍内閣では、ここに

も書いてあるように、国出先の移管そのものを進めておったわけですね。と同時に、今、

甘利政調会長もまさに、我々自民党は、国出先機関移管に反対するものではないよと。ま

してや、ここにいらっしゃる先生方はほとんど自民党の先生ですわ。この先生方がいるの

に、こういうマニフェストの解釈の仕方なんですが、これはあくまでも、民主党政権の中

でできた国出先移管という流れに反対するものであって、新たに自民党政権下でこの手続

を進めればオーケーじゃないかという点ですね。 

 それともう一つは、３点目なんですが、自民党の国出先機関の反対の理由として、三つ

のうちの一つで、市町村の理解ができてないという話なんですが、今、ここの広域連合議

会でもそうなんです。国出先機関の移管を早急に進めることについて、都市部ばかりに内

容の重きを置かれて、広域連合の中で地方が取り残されるんじゃないかと、そういった市

町村の意見について、まだこの議会の中でも悶々としたところがあるんですね。逆にそれ

が国のほうでそう感じられるのであれば、広域連合議会でもまとまってないやないかとい

うふうなとらえ方をされると思います。ですから、そういう声があれば、実際に市町村か

ら広域連合に対する要望が出ているわけですね。だから、これに対しても、さらに市町村

にもっと深い説明を委員会としてもすべきだし、我々も、構成府県市の議員ですから、議

員としても、国出先機関移管について何回も決議しているわけですよ。議会として決議し

ているわけですから、議員としても市町村に言っていかないかんと思うんですが、その３

点についてお伺いします。 

○委員長（日村豊彦）  井戸連合長。 

○広域連合長（井戸敏三）  研究会はまだ正式にメンバーが決まっているわけではあり

ませんし、構成を全て網羅しているわけではないんでありますが、協議会の副会長をして

いただいております同志社大学の新川先生がいらっしゃいますが、新川先生を中心に研究

会を構成していただいたらどうかというのが現在のところの研究会の状況でございまして、

新川先生とも人選をよくご相談して、機動的な研究会が開催できるようにしたい。そして、

提案もどんどんできるような対応をしていきたい、このように考えているところでござい

ます。 

 それから、上島議員がおっしゃいましたように、自民党の公約をどう読むかというのは

いろいろあるんでありますが、少なくとも、国土強靱化の項で書いてありますところは、

少なくとも、国の出先機関の移管は反対。そして、出先機関をそのまま残して、そして、

それを国土強靱化のために強化をして、しかも都道府県はなくすと、こういうシナリオが

書かれているように読めますので、これはいささか今までの地方分権の流れからすると、

全く180度違ったことになりはしないかという懸念がありますので、それで私ども直ちに、

議員ご指摘のように、まだ冊子がまとまります前に、当時の甘利政調会長のところに参り

まして、削除できないかというような交渉をさせていただいたものでございます。 

 絶対とついていたのが絶対がとれまして、反対だけになったのでありますが、それはそ

うとして、私は、趣旨はその前の道州制の項などの地方分権のところとあわせて読んでみ

る必要があるし、まさに道州制についての考え方自身がまだ十分に内容が固まっていると
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は言えない今の段階ではないか。だから、道州制基本法の中でも、国民会議にゆだねて、

この５年ぐらいの間に道州制の内容を決めていこうという運びを提案されているのではな

いかと思いますので、この間、非常に重要でございますので、中央集権型道州制を進行さ

せないという意味でも、我々が主体的に、しかも府県を越えた連合としては私どもしかあ

りませんので、いわば逆に言いますと、道州制に対抗できる特別地方公共団体であるわけ

でありますので、そのような立場から、懸念なり問題点をきちんと指摘していくことが必

要なんではないかと、こう考えているわけでございます。 

 それから、３番目の問題は、大変、私ども自身も、最初のボタンをはめ間違えたという

ところがあろうかと思います。国の出先機関の仕事って、何も都道府県だけの仕事ではな

かったんでありまして、市町村行政にも非常に関連をする仕事でございました。それにも

かかわらず、余り市町村との関連を十分に整理をせずに、国の出先機関問題にそのまま突

撃をしてしまったというところがないわけではございません。途中で気がついて、あるい

は市町村側からの指摘を受けて何度か説明の機会を持ったのでありますが、どうしてもま

だ最初のボタンのつけ違いが残ってしまいました。したがいまして、我々広域連合の仕事

自身についての理解も十分かというと、議員ご指摘のように、若干懸念なしともしません

ので、そのような意味で、市町村との連携や市町村の理解を深めることにつきましては、

これからも十分情報を共有化できるよう努力をしていかなければならないし、いく決意で

ございます。 

 私どもの県でも、市町と県との連絡会議をやっておりますが、その連絡会議でもそれな

りに説明はさせていただいているんでありますけれども、時々、質問なり懸念が表明され

たりすると、そのたびにご説明はしていますが、じゃあそれでわかったとなっているかど

うかという点も不安なしとしません。そのような意味で、これからも定期的に、あるいは

臨時の町村議会、市長会の皆さんと広域連合、ざっくばらんに議論を深めるような機会を

少なくとも年２回ぐらいは、そして臨時には、課題があるたびに行っていきたいと、この

ように考えている次第でございます。 

 これは広域連合議員の皆様方も、ぜひ市町村議員の皆様方には、より情報が行っていな

い可能性がございます。したがいまして、市町村議会の議員の皆さんにも、どういう形で

具体の情報が提供できるような手段があるかも我々自身も考えたいと思いますが、ぜひ理

解を深めるためのご協力もお願い申し上げたいと存じております。いずれにしても、市町

村の理解を得るための努力は、これからも、し続けてまいりたいと考えております。 

○委員長（日村豊彦）  上島委員。 

○上島一彦委員  市町村の理解のところ本当に重要なところで、年２回とか臨時とか言

わずに、本当に今もう緊急の問題だと思うんですね。事業配分で周辺の中山間地域を軽視

して、都市部を優先するものではないというふうな、そういう不安を払拭するために、こ

れは連合委員会だけじゃなくて、我々連合議会の議員も、府県議会議員の立場として市町

村議員に、あるいは首長にきっちり話をしていかないかんわけですね。これは同時並行で

やって、この点がまだこの議会の中でも悶々としているところなんですね。一番早くこの

件については、はっきりとさすべき内容だと思いますので、改めて強くお願いしたいなと

思います。 

○委員長（日村豊彦）  井戸連合長。 
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○広域連合長（井戸敏三）  再度強いご指摘を賜りましたので、私どもといたしまして

も、委員会ごとに委員会の関係資料などは、各構成県を通じまして市町村にお届けしてい

るわけでありますけれども、何か広域連合便りみたいなものを思いつきでありますが、つ

くりまして、今、どんなことをしているんだ、それから、どんな議論をしているんだとい

うようなこともお知らせしていくというようなことも工夫をするというのも一つかなと、

こんなふうに思っています。 

 それで、できるだけフェイス・トゥ・フェイスで説明会なり、顔を合わせて理解を深め

ていくことが重要ですので、年に２回などと言うなとおっしゃいましたので、回数は２回

以上やらせていただくということで臨ませていただければなと、こう思っております。 

○委員長（日村豊彦）  山口委員。 

○山口信行委員  連合長さんには報告しましたけども、家森副委員長も私も、この間、

自民党の全国幹事長会に、我々の代表として意見を申し上げた。これは結局、官僚にやら

れてしまいよるやないかと。閣議決定までしたもんが、一歩踏み込んだらもう終わっとっ

たもんを解散でこないなってしもた。ほんなら全部違ったことを言い出した。 

 道州制自体も、はっきり言って、大阪の人が居られるのに言うのは変なやけど、大阪だ

けは喜ぶやろうけど、兵庫県も和歌山県も全部ないようになってもて、だれも兵庫県やっ

たら神戸でおれる人がおらんようになってしまうようなもんを、そんなに簡単にできるよ

うに思っておるんかなと。 

 それと、書いてあることが、あらゆる出先機関を残して、もっと強力にして、広域防災

に耐え得るものにするというようなことを書いてあるので、今までと全く逆のこと。大阪

の人は、道州制でこれはいくと言われたら、それはしょうがないなと言われたらそれでい

いんやけども、ほかはそう簡単にはいかへんでと。それで、５年の間にいけると言うたか

て、我々党員の者もおるのに、そんなこと簡単にいけると思っておるんかと。 

 じゃあ５年、10年かかったってできへんよと言ったら、結局つぶれてしまったら、おも

しろがるのは官僚だけやないかと。官僚はしてやったりと。今まで、もうあかんなと思っ

ていたのが、この解散でもう一回息を吹き返した。自分らの思ったとおりに変えたのを、

自民党がそれに乗ってもうたのと違うかと。そんなことをやっておったら、結局つぶされ

ることになってしまう。 

 我々の広域連合というのは、九州も中国も四国も消えていく。もう一歩というところま

でつくろうとしておったのに、こないなったら冷や水をかけたことになって、全部やれん

ことになってしまうだろう。このようなことをどこで決定してやったんか。そういう選挙

公約というので出せる。我々が地元の国会議員に聞いたって、誰も知らんへんなんだと。

一部の者が書いてこれをやって、そんなことをしてええのか。それで、一回その答弁をし

てくれと言うたら、高市早苗政調会長が、「いや、これはまだ何も決まってへんのです。

ゼロからです。ゼロで今から回るんです」と言うさかいに、変えとるのに、よくそんなこ

とを言うわと思って、石破さんの顔を見たら、真下向いてしまって、誰も上を向いてへん

なんで、ゼロや言うんやったらそれでいいやろうというようなことで、引いた形にはなり

ましたが、だけども、今、頑張らないと、これはもうめちゃめちゃなことになってしまう

と私は思っておりまして、連合長には報告しましたけど、そのようなことをちょっと報告
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のようなことで、質問でなかって悪いんですけど、連合長、何かコメントでもありました

ら。 

○委員長（日村豊彦）  井戸連合長。 

○広域連合長（井戸敏三）  山口幹事長の自民党幹事長会議でのご発言は、山口幹事長

らしい物の言い方でご発言いただいたわけでありますが、ある意味で、地方自治体や地方

に関連する事柄を東京だけで決めて、それで、それが公約になってしまうというシステム

自身が、今の国柄をあらわしているのではないかと。つまり、どうしても地方分権を進め

ようとすると、法律を変えていかなきゃいけない、あるいは法律をつくらなきゃいけませ

んので、国会がリーダーシップをとってしまいます。そういう意味で、国会がリーダーシ

ップをどうしてもとるというと、中央が主体的に動いてもらわなきゃいけないわけであり

ますが、そこのところに対してどういうふうな働きかけをきちっと我々自身がしていける

か、このことが問われている可能性があるのではないのかと感じております。 

 この点は前回の１月の委員会では、橋下市長と松井知事が強く主張されたところであり

まして、そういう意味からすると、国会に足場を持っていない我々ではなくて、国会に足

場を持った橋下市長と松井知事が所属される党の活動も、うまく利用していくという言い

方は恐縮ですけども、我々の立場自身を主張させていただくという意味で存在意義がある

のではないか、私自身はそんなふうに思っております。 

 ただ、何を言いたいかといいますと、できれば、各党の中にもそのような、党内の中で

地方の意見を十分に反映していただけるような仕掛けや仕組みをぜひ用意していただく働

きかけや活動を展開していただけましたらありがたいなと。そのような動きと我々はぜひ

スクラムを組ませていただければなと、こう願っております。これは若干、井戸個人の意

見がほとんど入り込んでおりますので、そのような意味でお聞き取りいただけましたら幸

いでございます。 

○委員長（日村豊彦）  中委員。 

○中 拓哉委員  山口委員のわかりやすい話、ありがとうございました。それで基本的

なことで教えてもらたいですが、新川先生は、ここでも講演してもらった先生のことかと

思うんですけど、行政法の専門でよかったんですか。 

○委員長（日村豊彦）  中谷課長。 

○本部事務局国出先機関担当課長（中谷文彦）  行政学担当の先生でいらっしゃいます。

ここで講演された新川先生です。 

○委員長（日村豊彦）  中委員。 

○中 拓哉委員  そういう先生を中心に、行政法だけでなしに憲法やら、あるいはほか

のことも含めてやってもらいたいと思うのと、もう一個、今、おっしゃるような国会構成

で、そういう基本法が通って、国民会議に設置されるんであれば、井戸連合長自身がそこ

に入ってもらうという道はどうなんですか、国民会議に井戸連合長が入っていろいろ言う

というのは。 

○委員長（日村豊彦）  井戸連合長。 

○広域連合長（井戸敏三）  どういう構成になるのか、まだ法律の内容自身も十分に詰

まっておりませんので、そのような意味からしますと、これからでございます。これから

でありますが、きっと地方６団体代表は必ずメンバーの中に、このような問題ですので、



- 11 - 

入るということになるのではないかと思っております。 

 その際に、府県を超える広域行政主体は関西広域連合しかございませんので、関西広域

連合を入れていただくということも、中先生ご指摘のような一つの方法でありますので、

これを働きかけていきたい、このように思っております。 

○中 拓哉委員  ぜひそういう形でやっていってもらいたいと思うのと、今、６団体と

いうのは、山田知事も入ることになるやろうし、おっしゃってくれたように、維新の会の

幹部さんがここの知事や市長やということであれば、広域連合内の委員会が一丸にまとま

っておれば、そんなに心配せんといい方向に持っていくんかなと、こんなん思います。わ

かりませんよ。連合の委員さんの中でどれだけ意思が通じてきているのかわからないとこ

ろがありますから。 

 ただ、おっしゃってくれたように、私は公明党ですので、公明党ももう随分前から道州

制って言っています。そういう議案をつくる前に僕ら地方議員にも意見があったら言って

こいという、昔よりは随分進んだ公明党になって意見も聞いてくれているんですけども、

だからと言って、意見を書いて出して議論をしたということは伝わってこないもんですか

ら、そこそこの形で意見だけ聞いて、中央のほうで決めているのかなと思います。私らも、

そういう意味では、関西広域連合で頑張っていること、また近々山口代表にも会う機会が

あるんで、申し上げてみたいとは思っております。 

 あとそういう形の仕組みをどんどん進めていく上においては、もっと何か頻繁にこうい

うことをせなあかんの違うかなと。国の国会の動きを待っているだけじゃなしに、連合長

さんらの委員会もしょっちゅうしてもらわんならんやろうし、こういう各議員が来ている

会も多くしていかなならんのと違うかなと。むしろ、よっぽど構えていかんとあかんの違

うかと、そんな印象を持ちます。特に質問ではありませんけど、そんなことを表明してお

きます。 

○委員長（日村豊彦）  尾崎委員。 

○尾崎要二委員  この委員会に対して、連合長のほうからその思いと今、こう考えると

いうことを明確にお示しをいただいたということの中で、関西広域連合の設立の際に、道

州制に転化しないというのが前提であるということを今、明確に申し述べられたと。 

 一時少し新聞等の記事等を見聞きして、少し連合長も心変わりをされてきたんかなとい

うような心配もしていたようなわけでありますけれども。 

 と申しますのは、私どもも、広域連合のほうへ入らせていただく大前提という形の中で、

決議した時点で、合わせて道州制につながるものではないという附帯決議を持ってここへ

参加をさせていただいていると。ですから、その方向で少しでも進んでまいるんだと言え

ば、もうここへ参加する前提がまず崩れてしまうということをもう一度申し上げておきた

いなということと同時に、私も、自民党所属の県会議員ではありますけれども、私ども和

歌山県から出ている代議士に、こんな道州制というようなことを誰が勝手に決めたんだと

いうことをお尋ね申し上げたところ、それぞれほとんどの議員から、我々も反対だという

明確な声が出てまいりました。 

 というのは、それぞれ選挙の公約というのは随分徹底されるケースもあれば、徹底され

なくて公約になるようなことも互いにあるのだろうとは思うんですけれども、道州制に関

して明確に反対だと。ですから、関西広域連合として、それに対して前向きに少し動き出
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したぞというような誤解を与えるような動きだけは十分慎んでいただきたいと。そうなっ

てまいりますと、それでなければ、我々がここへ参加すること自体も大前提として崩れる

というような状況だということをご理解をいただきたいと。 

 それから、先ほどからも市町村に対して、私も常に丁寧に回数を重ねて説明をしてもら

いたいというお願いを申し上げたと。ですから、物わかりの悪い国も困ったもんだけれど

も、各府県の関西の知事が集まって、市町村の言うことなんか全く聞かないで、パフォー

マンス主体で大騒ぎしているような広域連合かという見方すら、反対する市町村の中には、

明確にそれを言われた市長もいれば町長もおったというようなことで、やはり一番は、こ

んなに近くにいながら、信頼関係が築き切れていないというところが一枚岩になりにくい

ところだろうし、先ほど上島委員もそのことを指摘されたわけですけれども、広くなれば

なるほど、きちっと丁寧にお互いを知っていかなければ、少人数ですと、あうんですぐ伝

わることでも、これだけ大きくなってくれば伝わりにくいというような点もあろうと思い

ますので、その辺を十分心得てしていただきたいなと。 

 そして、物を申すことにおいては、政党の公約ですら、これだけ中身を見たら、お互い

にあっち向いて走る、こっち向いて走るというようなことも実際してあるわけですので、

その都度、右往左往というのも、うちも多少の対応はせねばならんでしょうけれども、誤

解を受けるようなことだけはひとつ慎んで対応していただきたいなということをこの際、

連合長にもお願いを申し上げたいと思うんですが。 

○委員長（日村豊彦）  井戸連合長。 

○広域連合長（井戸敏三）  申すまでもありませんが、関西広域連合がそのまま道州制

に移行するということは、法制的にも、そして今、尾崎委員がご指摘いただいたように、

広域連合の設立の経過からしてもあり得ない、このように考えております。 

 ただ、構成府県市の知事、市長のメンバーの中には、広域行政主体から、次には道州制

へ移行というよりは、道州制を導入していくんだと。そういう意味で、広域行政主体して

の関西広域連合はその一歩なんだと位置づけられている方もいらっしゃることはいらっし

ゃいます。しかし、その方々も、関西広域連合のメンバーである限りは、関西広域連合が

道州制に移行するとは思ってられません。これが基本でございますので、この点は、ご指

摘のような姿勢で臨ませていただきたいと思っております。 

 それから、市町村との意思疎通や情報共有について、もっときちっとすべきだというご

指摘はごもっともですし、我々も反省をしております。広域、広い課題と狭域、狭い課題、

広域と狭域とのバランスをどのようにとっていくか、これは地方自治におけます非常に大

きな課題でありますけれども、これをどのようにお互いに確保していけるか、それによっ

て自治体の運営や住民との連携が適切に図っていけることになるということでありますの

で、そのことを旨として、今後の活動を極力展開していきたい、このように考えておりま

すので、これからもよろしくご指導をお願い申し上げたいと存じます。 

○委員長（日村豊彦）  吉田委員。 

○吉田利幸委員  安倍政権の中でブレーンと言われる人も、実は関西の大学から何名か

入っておられますのでね。それから、幸いにして高市さんが政調会長をされていますし、

近畿圏で関係の方が何人がいらっしゃいますので、その辺で議会は議会として汗をかき、

自民党の中で道州制に全部が賛成しているかということはあり得ないんで、慎重な人もた
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くさんいらっしゃるということは確かですし、現実に、近畿圏の衆議院議員の中でアンケ

ートでもとれば、ひょっとしたら反対のほうが多いんじゃないかと思っているんですけど、

ですから、そういう中身があって、安倍政権が多分、これはあと絶対多数を占めています

から４年は続くだろうと思うんですけど、そういう中で、議会は議会として情報収集なり、

あるいは密度濃く、いわゆる基礎自治体の思いというものをしっかりとくみ上げた形で、

安倍政権を続けるだけのブレーンの人たちとの接触は機会あるごとにやっていけるような

環境はつくれると思っていますね。ですから、その皆さんが、当然かなり厳しくて、危機

感を持たないといかんとは思いますが、井戸連合長からもお話がありましたように、当初

の設立趣旨からいっても、このことを一つの基礎として、我々もしっかりと中央へ反映を

していただけるようにできる環境はつくれるもんと思いますから、ですから例えば、研究

会に安倍政権のブレーンになっている人を１人でも入れていただくとか、そういう方法が

とれるんであれば、これは新川先生とも一遍お話をさせていただいたらありがたいなと思

っております。 

 そういうことで、お互いが、意思疎通が、その血の流れがスムーズにいけるような環境

づくりのために、それぞれが努力していくということの中で進めていただくことがいいん

かなと思っておりますけど、話を聞かせていただいて。ぜひ、我々も応分の汗かきはさせ

ていただきたいなと思っています。 

○委員長（日村豊彦）  井戸連合長。 

○広域連合長（井戸敏三）  こういう動きの中で、特に道州制の動きの中で、関西広域

連合として受け身であっていいんだろうかという思いからこういう研究会をつくって、積

極的な提言をしていこうということでございまして、道州制を推進しようというものでは

ございません。そのような意味で、吉田委員がおっしゃっていただいたようなアプローチ

も視野に入れながら、対応を図っていきたいたと思います。 

 そして、検討状況などにつきましては、この総務常任委員会がいいのかどうかは、また

後ほど委員長や議長とも相談をさせていただきますが、報告をしてご意見を伺う、そのよ

うな機会をつくったり、あるいは新川先生のような先生にお出ましをいただいて、ディス

カッションをするというような機会をつくったり、何も形式ばらずに、ざっくばらんな研

究会の運営をさせていただければと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（日村豊彦）  中村委員。 

○中村裕一委員  ぜひお願いをしておきたいんですけども、道州制についての対応はた

だいまご説明いただいたとおりで、大いにやっていただくと。広域連合がこのまま存続す

るためには、国出先機関対策についてやっていかなあかんわけですけども、民主党政権が

瞬間的にできたときに出先機関廃止でパッとのりましたが、政権がかわって、先ほどから

政府に対して言っていくということでありますが、私は政府だけじゃなくて与党に対して

も、もう少し丁寧な説明とか、それから丸ごとがいいのかどうか、そういう中身について

も、具体的に話し合いをしていく必要があるんじゃないのかなと。 

 議員で政党に属しているからやれと言われても、一義的には連合委員会のほうでお決め

になってされていることですから、それについても、それなりの対応をされるべきだとい

うふうにお願いをしておきたいと思います。 

○委員長（日村豊彦）  井戸連合長。 
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○広域連合長（井戸敏三）  今のご指摘もごもっともでございます。既に私自身、新し

い政権に対する要請活動としまして、１月に、高市政調会長を初めとする自民党幹部と、

それから山口代表と井上幹事長、公明党の両幹部にお目にかかって、この道州制の問題と

出先機関の問題と、それから話題になっておりました、とうとう交付税的には押し切られ

たんでありますが、公務員の給与の取り扱いの問題と、この３点に絞りまして、お話を早

速にさせていただきました。我々の立場も説明をさせていただいております。 

 このようなことも含めて、さらに与党の関係者の皆さんにも理解を深めるように努力を

してまいりたいと考えております。また、そのときは後押しをよろしくお願い申し上げま

す。 

○委員長（日村豊彦）  冨田委員。 

○冨田健治委員  おっしゃるとおりでして、地方分権を進めないかんという点では、ど

の党もそんなに反対じゃないと思っているんです。非常に基本的な部分ですので、そのや

り方がどんなんかと。あるいは霞ヶ関との関わり方がどうなんかというところが、民主党

の今までの方法と今回、自民党さん初め与党のおっしゃっておられる部分が、どんだけ違

うかもよく私はわかっていないんです。 

 ですから、道州制とは何かと、どんな道州制やと、イメージを私は私なりに描いてはい

ますが、はっきり申しまして描き切れていません。ですから、国の形、まさかドイツのよ

うに、16の州で連邦制やいうのと違うと思うんですよね。だから、何層制ですかというの

は、さっき連合長がおっしゃったような、このもとのところもよく見ていきませんと、何

かむなしい気がしまして、こんな大事なことをみんなが違うイメージを持って言うていた

らいかんので、そこでこの研究会というのは非常に、どっちにしても勉強はせないけませ

んから、今、おっしゃっておられますように道州制に向かうということじゃなしに、です

から、研究会や連合委員会でいろんなことをおっしゃった部分を、我々議会としても、市

町村さんとの関西広域そのものの情報共有のお話もありましたけれども、その議論の経過

なんかも、私ら余りよくわかりませんので、丁寧に教えてください。 

 それと、政党と言いますけども、私も民主党ですから、この間も物すごい結果が出たと

きに、党の中央に言うたんですけども、政党助成金一つでも、本当に政策を磨くために、

人材を磨くために本当に使ってもらわんと、これは１人250円を国民は払っているわけで

すから、とんでもないでと。要は、我々地域が一番国民に接しているわけですから、もっ

と言うたら基礎自治体ですよね。そこのこととも十分かかわりながら、上手にこの国がう

まくいくようにというのが、発想の全てのもとだと思いますので、我々にもぜひ情報を共

有させていただきたいということをお願いをしておきます。 

○委員長（日村豊彦）  家森副委員長。 

○副委員長（家森茂樹）  先ほど山口委員が上手におっしゃっていただきましたけれど

も、自民党の政権公約もそこまでええかげんなものではなかったんであって、まだ煮詰ま

ってないので、高市政調会長がああいう言い方をされたと。ただここより先、さらに分権

を進めていく、権限の移譲を進めていくに当たっては、もう少し地方のガバナンスのしっ

かりしたところへ出先機関の移譲などもしないことには、このままではなかなか市町村も

含めて理解が得られませんよ。それから、官僚を突破しようと思うとしんどいですよとい

うところから出ていたように思うんです。 
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 といいますのは、私、11月20日ごろだったと思うんですが、この政権公約がまだゲラ刷

りで、いよいよこれから印刷に回しますというのがその段階でして、そのときにも、当時

の甘利政調会長に、私は関西広域連合議員なんですが、こんな公約では、うちは困ります

と、直接お話しさせていただいたんです。ただ、そのときの回答が、うちは道州制を目指

すということを旗印に掲げるんですと。それを進めた上でないと、今のままでは最終決定

権やとか、その辺のところがなかなか理解が得られませんよと。こういうことから、この

公約は下げるわけにいきませんと、こんな回答があって、しゃあないなと思いながら選挙

に入っていったということなんです。 

 余り民主党さんの話は何なんですが、ちょうどその時点でしたんで、閣議決定されたと

いうても、あれはもうまがいものじゃないですかと。日程的に、14日に解散を表明して、

15日に閣議決定して、16日に解散してと、できん前提での閣議決定やと。最初からそこま

で最終の権限移譲になったときには非常に難しいということが民主党さんもわかってはっ

たんで、実はそんな話もあってここに至ったということなので、私自身のとらえ方として

は、これから３年間の間に、恐らく道州制に向けての議論がかなり進むと思いますし、そ

の後一つの前提として、出先機関の移管も進んでいくであろうなと、こういうふうに思っ

ていますんで、今回の立ち上げていただく研究会、これをあくまでも関西広域連合として、

道州制に移行するに当たっての課題をいろいろ整理して、それぞれの連合内の委員の中に

もいろんな意見があると思いますが、道州制へ移行していく前提として、それぞれの思い

を入れられるような、そういう論点整理をしましょうと。そのための研究会ですよという

ことを前面に出しておいていただきたいと。そうでないと、３番目、４番目に書いてある

ところをすっと見ますと、関西広域連合って、３層構造、４層構造の研究会をするのかと

か、そのまま道州制に広域連合が移行することもありやということを認めているのかとか、

この辺の読み取りになってしまうおそれがありますので、そこら辺の整理をぜひお願いし

ておきたいなと思うんですけど。 

○委員長（日村豊彦）  井戸連合長。 

○広域連合長（井戸敏三）  政策決定の前の家森副委員長のご活躍ぶりで、どういう経

過をたどったかご披露いただきまして、ありがとうございました。 

 もともと自民党自身は、もう10年ぐらい、10年もっと前かもしれません。道州制の研究

特別委員会をつくられて、ずっと検討を進められてこられました。地方分権を推進するた

めの検討だということであったんですが、何かいつの間にか、内容が行政の効率化を求め

る、あるいは行政改革を推進するというような視点が非常に強くなってきたのではないか

なと。税財源の配分についても、現行の配分を余り変えないで道州制を導入しようという

ような動きも一時ございました。そういうようなことを考えてみると、総合評価をきちっ

とした上で、じゃあそういう道州制だとどういう課題があるのかという家森副委員長ご指

摘のような、タイプによって随分異なってくると思いますし、それから冨田委員がおっし

ゃっておられましたように、中身が一定の型によってイメージが違っているというような

ことがありますので、それぞれの一定のタイプを描きながら、そのタイプに対しての課題

と問題点を整理していくという、そういう指摘の仕方もあるかとも思います。一つのタイ

プに対してだけの議論を展開せずに、いろんなタイプの形態について課題を整理した上で、

どれをとるかはともかくとして、こういう問題についてのそれぞれの解決策がきちんと示
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されないと困るんだという指摘はしていきたい、こんなふうに思っている次第でございま

す。 

 いずれにいたしましても、途中経過などにつきまして、十分、議会のほうにもご報告を

申し上げながら研究会を進めさせていただきたいと思っておりますので、よろしくご指導

をいただきたいと存じます。 

 ただ、最後にも触れられましたように、関西広域連合が道州制に移行するために勉強を

始めているわけではないということだけは、きちっとスタンスとして堅持をさせていただ

きながら対応するということでありますことを、再度確認をさせていただきたいと思って

おります。 

○委員長（日村豊彦）  上島委員。 

○上島一彦委員  議会としてもはっきりと確認をしておきたいんですが、今までの議会

の経過、もちろん師走の衆議院の選挙もあった経過も踏まえてなんですが、我が広域連合

議会としては、関西広域連合は道州制を前提としないということでコンセンサスができて

います。 

 もう一つは、とりあえず３機関の丸ごと移管、国の出先機関については強く求めるとい

うのは、これまでの決議の内容でも揺らぐことはないということを改めて確認をしておき

たいと思います。 

○委員長（日村豊彦）  何か特別にということではなくて確認ということですね。あり

がとうございました。 

 非常に活発なご意見ありがとうございました。 

 私、吉田先生とご一緒させていただいたかと思うんですが、安倍先生の総裁選の公約の

中にも、実は道州制を前提に地方分権を推進するという書き方があって、私はある方に、

順番が違うんじゃないかと申し上げたんですね。地方分権を進めることを前提に道州制も

検討するならわかるんだけれどもと。 

 つまり、今、国のほうで議論されているのは、道州制という形をさきにつくっちゃおう

という。あけてみたら、実は中央集権強化するものになってしまうのではないかという危

惧が非常にあると。だから我々とすれば、本来、関西広域連合は、地方分権を着実に早く

推進するという意味で、分権の先駆け、突破口になるんだということでスタートした広域

連合でありますから、そうした原点に立って、ぜひ今後の道州制云々の議論についても検

討を深めていただきたいと、このように思います。 

 また、委員の方々のご意見も、おおよそ同じお気持ちでいらっしゃることと理解をさせ

ていただきました。 

 ありがとうございました。 

 それでは、次に移ります。 

 関西広域連合委員会等につきまして、事務局より説明を願います。 

 桑野本部事務局次長。 

○本部事務局次長（桑野正孝）  それでは、資料の２－１をご覧いただきたいと思いま

す。 

 去る１月24日に開催をいたしました第29回関西広域連合委員会の概要でございます。 

 出席者は記載のとおりであります。 
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 まず、議事概要の１ 協議事項でございますが、①新政権の内容については、先ほどご

報告がございました。 

 ②平成25年度関西広域連合の組織体制の強化につきまして、１枚めくっていただきまし

て、Ａ３の横長のペーパーでございますが、特定課題組織の強化といたしまして、一つ目、

関西イノベーション国際戦略総合特区の事務局強化でございます。 

 これは特区に係る事業を円滑かつ強力に推進するため、官民一体の推進体制を強化しよ

うとするものであります。現在、特区の地域協議会の事務局につきましては、実質的には

関経連のほうが担っていただいておりますが、昨年、広域連合に設置をいたしました特区

推進室等と一体化をしまして、地域協議会事務局を広域連合本部事務局に集約をいたしま

す。各地区に置かれました協議会との連携の推進、地域協議会の運営、地区協議会間の調

整等についての業務を行うこととしております。 

 右側に移りまして、二つ目、エネルギー検討会の事務局機能の強化でございますが、電

力供給の把握・検証、あるいは節電対策、中長期のエネルギー方針の取りまとめへの対応、

あるいは現在、滋賀県、大阪府に分かれております、二元事務局の解消を図りますため、

事務局組織を集約化し、明確化しようとするものでございます。 

 ３番、インフラ検討会の事務局体制の強化でございますが、現在、取り組んでおります

企画部会、その他の分科会等につきまして、事務局組織を明確化しようとするものでござ

います。 

 そのほかの事務局体制の強化でございますが、来年度から資格試験・免許交付事務等が

広域連合に移管されますことに伴い、関係事務の実施に万全を期するため、担当職員を増

員し、５名体制とするものでございます。 

 分野事務局の強化では、文化振興の取り組みの強化を図りますために、構成各府県市の

中に文化担当の参与を兼任配置するものでございます。 

 議会事務局の強化では、現在、本部事務局の計画課長が兼務いたしております調査課長

を専任化いたしまして、議会の政務調査活動の充実を図ろうとするものでございます。 

 以上、それぞれ４月１日付で設置する予定でございます。 

 もとにお戻りをいただきまして、③の平成25年度の当初予算等につきましては、後ほど

調査事件として説明させていただきます。 

 ④の国の平成25年度予算編成に対する提案でございますが、構成各府県市と調整の上、

２枚めくっていただきましたところに冊子をつけさせていただいておりますが、１月31日

に関係省庁に対して提案をさせていただいたところでございます。 

 ２の報告事項でございます。 

 ①東南アジアプロモーションにつきましては、２月にシンガポール、マレーシアで観光

プロモーションを行う旨の報告がございました。 

 ②の薬物濫用防止対策の取り組みにつきましては、構成団体間の連絡体制の強化、指定

薬物標準品に関する情報の共有化などの取り組み状況の報告があり、今後、検査体制の確

立も含め、広域医療局を中心に検討することとなりました。 

 ③のこの冬の電力受給等につきましては、当日開催をされました産業環境常任委員会で、

関西電力から報告された内容と同一の内容でございます。 

 ④の関西ブランドの検討につきましては、既存の取り組みを生かして連動する方向で、
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観光、産業等各分野事務局とともに検討を進める旨の報告がございました。 

 そのほか３月定例会の開催案についての報告がございました。 

 以上が連合委員会の概要でございます。 

 続きまして、資料の２－２をご覧いただきたいと思います。 

 当日、連合委員会の開催に先立ちまして、関西経済界との意見交換会を開催いたしまし

た。出席者は、連合委員会出席の各委員と経済界からは関経連の森会長を初め商工会議所、

経済同友会の会頭、代表幹事ほか記載のとおりでございます。 

 冒頭、連合長のほうから、政権公約による情勢の変化、とりわけ国出先機関対策を取り

巻く状況を説明し、次期広域計画の策定、広域インフラの検討、関西イノベーション国際

戦略総合特区の推進、首都機能バックアップ構造の構築など、関西として一丸となって取

り組むべき課題と、分野別では災害対策の取り組み、国際観光について事業紹介を兼ねて

協力要請を行いまして、これらの課題を中心に意見交換が行われました。 

 発言の概要は資料をご参照いただきたいと思いますが、先ほど申し上げました関西イノ

ベーション国際戦略総合特区の官民の推進体制の一体化、首都機能バックアップ構造の構

築に関する意見を官民共同で新政権に提出することなどについて意見が一致したところで

ございます。 

 １枚めくっていただきまして、当日、関西広域連合のほうから提出をいたしました各資

料でございますが、１枚おめくりいただきまして、次期広域計画の策定についてでござい

ますが、これにつきましては、既にご報告をさせていただいておりますが、社会状況の変

化も踏まえて、資料１の（３）主な論点に記載させていただいているような各項目につき

まして、現在、論点の整理と骨子案の作成を行っているところでございます。 

 今後、（４）の策定スケジュールにありますとおり、連合委員会、議会、市町村、協議

会等でのご議論、あるいは意見交換を踏まえて、この９月には中間案、来年３月には成案

をお示しできるように作業を進めてまいります。 

 それ以外の資料につきましては、説明を省略させていただきます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○委員長（日村豊彦）  ただいまの説明についてのご質問、ご意見等は、この後の調査

事件の質疑と一括してお願いをしたいと思います。 

 それでは、調査事件に入ります。 

 本日は、平成25年度当初予算原案等の３月定例会提出予定案件について、調査事件とい

たしております。 

 それでは、平成25年度当初予算原案等（条例一部改正等）及び平成24年度補正予算につ

きまして、一括して説明を願います。 

 中塚事務局長。 

○本部事務局長（中塚則男）  私から、平成25年度予算原案についてご説明申し上げま

す。 

 資料３－１の１ページをお願いいたします。 

 ３－１の１ページ、平成25年度予算原案の総括表でございます。 

 歳入歳出合計、一番下の欄にございますように、12億1,826万2,000円、対前年度比

86.1％の増であります。 
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 歳出の増の主なものとしましては、上から二つ目のところにあります本部事務局の政令

市派遣職員の通例化等に伴う経費、一番大きいのが、中ほど下にございます広域医療費、

これは現行のドクターヘリ１機体制が、新年度から３機体制になるということを踏まえて

大幅な増額となっております。 

 歳入につきましては、各都道府県、政令市の分担金が一つ、それから手数料としまして、

資格試験勉強の取り扱い事務が新年度から連合のほうに移管されます。その資格試験の手

数料等の経費を計上しております。それと、ドクターヘリに係る国庫補助金、その他収入、

雑入ということでございます。 

 この予算原案につきましては、１月12日の総務常任委員会でご報告申し上げました。そ

のときにいただいた意見、そして委員会での議論を踏まえまして若干修正しております。 

 ２枚めくっていただきますと、平成25年度予算原案について（前回からの見直し点等）、

参考資料であります。 

 金額の異動がありましたものをご紹介いたします。 

 左側の３ 広域産業振興の中の関西イノベーション国際戦略総合特区の推進であります。

これは先ほどご説明申し上げましたように、新年度からイノベーション国際戦略総合特区

の推進地域の事務局を連合のほうで一括して、官民一体で運営します。その地域協議会の

活動経費を連合の予算として計上しようというもので、360万円を計上させていただきま

した。 

 右のほうに移りまして広域環境保全、カワウ以外の他の鳥獣（シカ、イノシシ）等の対

策の検討ということです。これは前回の総務常任委員会のほうでご指摘、ご意見をいただ

きました。その後、環境のほうで検討しました結果、先進事例に係る現地研修会というも

のを開催し、より強力に取り組んでいくことにしたいということで、今回見直しをいたし

まして、101万4,000円を計上させていただいております。 

 それから、６ 資格試験・免許。これにつきましては、経費削減等について見直しを行

いまして、100万円の減額で改めて計上させていただきました。 

 それから、最後に、一番下の段に議会費がございます。これについては、議会活動が大

幅に強化されているということを踏まえまして、議員報酬を年額から日額へ見直すという

ことを踏まえまして、記載の金額を計上させていただきました。 

 この予算原案につきましては、今日のご審議を踏まえまして、３月２日の定例会の概ね

１週間前までを目途に最終決定をして記者に発表し、公表していきたいと考えております。 

 予算原案については、以上でございます。 

○委員長（日村豊彦）  田中本部事務局総務課長。 

○本部事務局総務課長（田中基康）  それでは、私のほうから条例関係、それから平成

24年度の補正関係について、ご説明をさせていただきます。 

 資料３－２をおめくりいただきますと、平成25年３月定例会予定議案（条例関係等）と

いうふうに書いてございます。ここには全体を俯瞰していただくという意味で、議員提出

議案もあわせて整理しておりますので、ご覧いただきたいと思います。 

 議員提出議案のほうの自治法改正に伴う条例・規則改正、これは地方自治法の改正に伴

う、いわば機械的な入れかえで、従来は自治法で書いてありました議員の選任に関する規

定が条例に委任されたことに伴いまして、本連合議会の条例のほうに書き直すもの、それ
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から、会議規則につきまして、本会議についての公聴会等を開けることになりましたので、

これに伴う規定を会議規則のほうに入れさせていただくものの２点でございます。 

 それから、（２）のほうは、ご案内の議員報酬の改正についてでございます。 

 ２として、理事者側提案の案件でございますけれども、都合四つございます。１、２、

３の三つは、これは資格試験の本格実施に伴うものでして、まず一つとして、先ほどもご

説明がありましたが、こちらの本部事務局のほうの体制を５人体制でやるということを条

例のほうにもしっかり書きまして、この範囲内で回していくということを明らかにしてお

ります。 

 それから、（２）のほうで、それぞれ三つの試験については試験委員を設置する必要が

ありますが、これについても、附属機関としてしっかりと条例の根拠を与えておこうとい

うものでございます。 

 ３番目としましては、それぞれの試験の手数料、あるいは免許の書きかえ交付申請等に

係る手数料、これは書いておりますように、２府４県の最低単価を記載するということで、

広域化することによる効率化のメリットを出しつつ、全国最低水準として出発させるとい

うことにしております。 

 それから、４番目としましては、これは公平委員会。特別地方公共団体になる広域連合

についても、公平委員会が必置となっておりますけれども、自前で持つことができません

ので、現在は京都府のほうへお願いしておりました。輪番ということで、次回は大阪府に

お願いしたいということで、その事務委託・廃止に係る議案でございます。 

 以上が条例関係でございます。 

 それから、おめくりいただいて、資料３－３というふうに書いた紙を出していただきま

すと、平成24年度の補正でございます。これは８月に続きまして２回目の補正ということ

になりますが、今回は大ざっぱに言いますと、諸経費の節減、それからドクターヘリに係

る追加経費ということの二つでできております。 

 上の表を見ていただきますと、冒頭、企画調整費△300万円等々各種経費について節減

を図っておりますが、真ん中あたり15,258というふうに書いていまして、これはドクター

ヘリの、特に豊岡ヘリの独自の追加経費でございます。ほかのヘリにはもちろん関係ござ

いませんが、豊岡のヘリについて大変回数も多いということで、少々追加経費が発生して

おるということで、都合412万8,000円の補正案となっております。単純に考えれば、この

分だけ追加の負担をお願いすればいいということなのですが、真ん中、中段のところ、歳

入のところを見ていただきますと、国庫補助金、ドクターヘリで△28,685というふうにあ

りまして、これは本来、２分の１でつくべき補助金が全国的に補助足らずの中で、若干減

額になっております。したがいまして、これについては一般財源、つまり負担金で補い直

さなければいけないということの意味での追加がさらに発生しておりますので、先ほどの

412万8,000円と合わせまして、負担金全体としましては、3,261万9,000円が必要となると

いう結果になっております。 

 下のほうに、ドクターヘリだけ整理しておりますが、国庫補助の足らず分の補い分、そ

れから独自の追加経費分を合わせまして、一番右側ですけれども、4,394万3,000円が必要

になっておるということでございます。 

 逆に言いますと、ドクターヘリに関係ない府県にとりましては、今回はいずれも負担金
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はマイナスにするという形になっております。このことは、２枚めくっていただきまして、

一番最後の表、横長になっておりますけれども、一番下の欄を見ていただきますと、８月

補正後負担金と２月補正後負担金との差額ということで、いずれもドクターヘリ関係県に

は追加で増になる。あとの県は、経費節減の影響でマイナスとなるという結果になってご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（日村豊彦）  それでは、先ほどの報告も含めまして、ご意見、ご質問を伺い

ます。 

 中委員。 

○中 拓哉委員  技術的なことで済みません、今、おっしゃってくれた減額になった負

担金は、各それぞれの２月の補正でまた各府県に戻ってくるという形になっているんです

かね。 

○委員長（日村豊彦）  田中総務課長。 

○本部事務局総務課長（田中基康）  補正のタイミングというのは、例えば秋に１回目

で、２月補正が２回目の場合、あるいは全て今回行われる県、さまざまでございますけれ

ども、いずれにしましても、今回、府県のほうでマイナスの補正をされているというふう

に考えます。 

○委員長（日村豊彦）  中委員。 

○中 拓哉委員  ここの議決を待たんでもそうしているのか。 

○委員長（日村豊彦）  田中総務課長。 

○本部事務局総務課長（田中基康）  もちろんです。今回の各府県の２月定例会のほう

に上程される予定をされておるということです。 

○委員長（日村豊彦）  山口委員。 

○山口 勝委員  先ほどの道州制の議論にもかかわるところなんですけども、国にも予

算要望の中で、地方分権改革の推進というところで、その中の３番に、道州に関する地方

意見の反映と、こういうことが載っておりますけれども、これは大変重要なことだと思う

んですけども、その最後のところに、地方の意見を最大限に反映すること。そのために国

と地方の協議の場を十分活用するとともに、参議院への地方代表の参画などを図ることと、

このようになっておりますけれども、ちょっとイメージがわかないんですけども、例えば、

地方行政府の長が立法府である国会のほうに議席を獲得して出ていくとか、そういうこと

が法的にクリアされることが望ましいというふうな形で意見を聞けとかいうような、どの

ような意見なんでしょうか。 

○委員長（日村豊彦）  井戸連合長。 

○広域連合長（井戸敏三）  委員会での意見は、非常に強行に兼職禁止を解除しろとい

うご意見が強くあったんでありますが、今、問題なのは何かというと、参議院のあり方が

国政においてはいろんな意味で課題なのではないか。そのときに、従前は参議院の今の形

を変えて、職能代表制などをしたらどうかとか、いろんな議論もありました。したがって、

我々からすると、地方代表を入れてもいいではないかという意味で、参議院に地方の代表

を入れるという提言をさせていただいたということでございます。 

 兼職禁止の解除ということとは一線を画しまして、参議院のあり方に注文をつけさせて
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いただいたという意味でございます。苦心の跡をご理解いただきましてありがとうござい

ます。 

○委員長（日村豊彦）  山口委員。 

○山口 勝委員  立法府のことでございますので、そういう意見が関西広域連合の委員

会の中で交わされたということも、私たちも党に所属する人間とすれば、そのようなご意

見があるんですよということは認識しておらななりません。ただ、表現も含めて、いろい

ろとらえる部分が私はあろうかと思うんですね。ただ、地方代表というのは、知事さんな

のか、指定都市の市長さんなのか、そうじゃなくて全ての首長さんになるとか、いろんな

ことが考えられるわけですね。だから、そこら辺は十分よく揉んでいただいて、もちろん

地方から国会のあり方やこういうことを提言されることはやぶさかではありませんし、重

要なことだと思うんですけれども、ただし参議院のあり方、では衆議院はどうなのかと。

立法府でありますので、道州制のことで意見を反映させていく上においては、衆議院であ

れ参議院であれ、しっかり声を聞いていただくということは大変重要なことですので、そ

こら辺に関しては十分な議論を重ねていただきまして、こういう考え方なんですよと、イ

メージがもう少し膨らむような形でご提示をいただけるように要望しておきたいと思いま

す。 

○委員長（日村豊彦）  井戸連合長。 

○広域連合長（井戸敏三）  イメージを固定化させないような表現として書かせていた

だいたんでありますが、いずれにしましても、具体的な議論として、関西広域連合として

はどこまで取り上げていくのがいいのかという、特別地方公共団体の立場もございますの

で、その辺も十分見きわめながら、さらなる検討を進めさせていただければと思っており

ます。 

○委員長（日村豊彦）  尾崎委員。 

○尾崎要二委員  先ほど２－２でご説明いただいた関西経済界と広域連合との意見交換

会という形で、またぞろ関西の毎度おなじみの皆さんのお名前が出ているようですけれど

も、広域連合を発足する時点でも少し気になったんですけれども、私もよく尋ねられたこ

とがありますが、広域連合ができたもとというのは何だろうなと。そうすると、私は自分

のイメージからすると、各府県の知事と関西の財界の方とそれぞれが集まって、最初どう

やら進んだような気がしてならんなという話を最初地元でもさせていただいたことがござ

います。 

 そうすると、こういう経済界になると毎度おなじみで、そして政令市もご加盟いただい

ていますので、商工会議所会頭と、多分、関経連だとか、この辺になってくると、我々和

歌山や滋賀等も入っているんだろうと思うんですけれども、残念ながら、余り滋賀県の方

は私は存じ上げませんけれども、和歌山の財界人というのはひとりもおらないようだなと。

そして、おらないようなところで毎度決めていただいたら、関西を代表するような顔をさ

れるんですね。そして、先ほど山口委員の質問がありましたが、都合のいいときだけ地方

の代表、地方の代表と。そして、あるときには、ほとんど声をかけないで、一部で決めて

も関西の代表というようなお名前を使われると。 

 今回も、関西経済界というのは、この人たちが経済界と。大きいところであることは認

めますけれども、どうも欠けるような点があってならんなと感じるんですけど、いかがで



- 23 - 

しょうか。 

○委員長（日村豊彦）  井戸連合長。 

○広域連合長（井戸敏三）  関西広域連合の発足の経緯に当たって、従前からつくって

おりました関経連と関西の知事会との合同の委員会をつくりまして、そこで広域行政のあ

り方について検討を進めてきた。その検討結果が契機になっていることは事実でございま

す。当時の秋山関経連会長が会長で、副会長に当時の太田大阪府知事になっていただいて、

議論が進められたものでございます。 

 ただ、関西広域連合の立場からいたしますと、関西全体として取り組まなくてはならな

い広域事務、特に、南海トラフ対策などは喫緊の課題でありましたので、それに取り組む

べき主体をきちっとつくっていこうということが背景にあったがゆえに、発足することが

適当と認識されたんではないかと、このように考えております。 

 後段お触れになりました財界のあり方につきましては、これは私も個人的にはいろんな

意見も持っておりますが、少なくとも関経連は関西全体を代表する財界の団体、そして各

商工会議所の各県の代表の皆さんも参加をしていただき、それで関西の経済同友会の皆さ

んと一堂に会して、意見交換をしたということでありまして、そういう経緯から、関西広

域連合が常に財界のたなごころの上で踊っているということではありませんので、その点

はぜひご理解いただきたいと思いますし、そのために関西全体のご意見を聞くという意味

で協議会をつくらせていただいて、協議会等の意見交換もやらせていただいております。 

 先ほど市町村とも連携をちゃんとやれよというご注文をいただいたのと同じように、い

や、市町村のほうがもっと大事だと思いますが、財界との間の意見交換もざっくばらんに

させていただいたということで、ぜひご理解をいただきたいと思います。 

 その中で、一つ提案がございまして、マスターズオリンピックという世界の、マスター

ズですから高齢者とは言いませんが、シニアのオリンピック大会がございまして、その

2021年の大会に関西全体で手を挙げないかという、マスターズオリンピックの事務局のほ

うからの提案が参ってきております。これにつきましてどうしようかということで、一応、

私が整理をした上で、皆様方のご意見を伺いながら対応したいと思っているのであります

が、この７月までに手を挙げるなら手を挙げろと、こういうような期限を切られておりま

して、また整理の方向が定まりましたら、よくご相談をさせていただきたいと思っており

ます。 

 広域連合が主体になるべきだと思っておりますけれども、まず財界の皆さんのお力添え、

それから府県民の皆さんのお力添えも要りますし、構成府県が理解していただかなきゃい

けませんし、そういう意味で、関西全体で取り組む一つのテーマとしては、十分に検討し

た上で方向づけをさせていただければと、こう思っておりますので、付言させていただき

ました。 

 いずれにしましても、各組織の代表とはきちんとした対応をさせていただきますので、

尾崎委員、お気づきの点は、これからもどしどしご指摘いただきますとともに、ある意味

で財界ともきちんとした対応をするということで、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（日村豊彦）  尾崎委員。 

○尾崎要二委員  私が言おうとしている点と少しずれがあるなと思うのは、財界の皆さ

んとも、これは大事なところですから、十分協議を重ねていくのは必要なことだと思いま
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す。ただ、最初にも申し上げましたが、田舎のほうというのは財界にも入らずば、数のう

ちにも入らないんでしょうけれども、私ども、例えば、構成団体であります和歌山県の人

というのは、この中には余り見受けられないなと。 

 それで全てを関西が今度どうしていくんだと言われるのは、小さいところもひっくるめ

て互いに行ってこそ全体を網羅しているんだけれども、一部の毎度おなじみの人たちばか

りが集まって、そしてやれ我々関西全体は、関西全体はというのは、少しおこがましいん

ではないかなという意味での指摘ですが、もし何かご意見があったら。 

○委員長（日村豊彦）  井戸連合長。 

○広域連合長（井戸敏三）  私も、財界の組織に余り詳しくはありませんが、関経連に

滋賀や和歌山が入られてないということではないと思います。それから、商工会議所の代

表者にもお誘いをきっと、これは財界の中で出席を募っていただいたはずですが、経済団

体のほうで、そういうお誘いはきっとされていたんではないかなと思います。したがいま

して、我々のほうも、こういう機会をつくりましたときには、経済団体にお話をしており

ますが、商工会議所などについては、ぜひこちらからも声をかけさせていただくような、

そういう配慮をぜひしていきたいと思います。 

 私ども関西広域連合は、何も都市部だけの課題に対して対応しようとかいうことでつく

ったわけでは全くありませんし、そういう運営もしてないつもりであります。逆に、いろ

んな目につきにくいことを指摘をいただきながら対応していこうというのが我々の基本姿

勢でありますので、その点もぜひご理解を賜りましたら幸いでございます。 

○委員長（日村豊彦）  尾崎委員。 

○尾崎要二委員  ぜひそうであっていただきたいということだけお願いしておきます。 

○委員長（日村豊彦）  中委員。 

○中 拓哉委員  せっかくですから、お話が出ましたんで、例えば、井戸連合長が、カ

ジノは大阪府と大阪市に任せたいと、こうなってきますよね。和歌山県議会でも、観光地

もあることやし、一部の発言の人では、うちコスモパーク加太、だだっ広い有効活用をし

ていないところで、そこでどうだというような意見もあったりしますんで、発言順序から

とやかく言いませんけども、そんなことも出てくるということを申し上げておきます。和

歌山でも声を上げる人もあるし、恐らくほかでも声を上げる人があるんで、何も大阪府と

大阪市に。読んでしまったらそうなってくるんですよ。 

 以上です。 

○委員長（日村豊彦）  では、ご意見として。他にございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（日村豊彦）  ないようでしたら、これをもちまして本日の総務常任委員会を

閉会いたします。 

        午後３時09分閉会 



- 25 - 



- 26 - 

関西広域連合議会委員会条例（平成23年関西広

域連合条例第14号）第28条第１項の規定により、

ここに署名する。

   平成25年２月

  総務常任委員会委員長 日 村  豊 彦    


